
議案第１９号参考資料２

○ 室蘭市水道事業、下水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表

（昭和４１年条例第３７号）

○ 室蘭市職員定数条例 新旧対照表（附則第４項関係）

（平成９年条例第２号）

改 正 後 改 正 前

室蘭市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条

例

室蘭市水道事業、下水道事業及び工業用水道事業の設

置等に関する条例

（設置） （設置）

第１条 生活用水その他の浄水を供給するため水道事

業並びに市民の環境衛生の向上及び公共用水域の水

質の保全に資するため下水道事業をそれぞれ設置す

る。

第１条 生活用水その他の浄水を供給するため水道事

業並びに市民の環境衛生の向上及び公共用水域の水

質の保全に資するため下水道事業並びに工業用水を

供給するため工業用水道事業をそれぞれ設置する。

（経営の基本） （経営の基本）

第３条 水道事業及び下水道事業（以下「水道事業等」

という。）は、常に企業の経済性を発揮するとともに、

公共の福祉を増進するように運営されなければなら

ない。

第３条 水道事業、下水道事業及び工業用水道事業（以

下「水道事業等」という。）は、常に企業の経済性を

発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営

されなければならない。

（工業用水道事業）

（削る） 第６条 工業用水道事業の給水区域及び給水量は、それ

ぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 給水区域は、別表第３のとおりとする。

（２） １日最大給水量は、６，０００立方メートル

とする。

第６条～第１０条 （略） 第７条～第１１条 （略）

（削る） 別表第３（第６条関係）

給水区域

陣屋町１丁目及びその周辺

改 正 後 改 正 前

（定数） （定数）

第２条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとす

る。

第２条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとす

る。

（１） （略） （１） （略）

（２） 公営企業の職員 （２） 公営企業の職員

ア 水道事業会計に属する職員 ３５人 ア 水道事業会計に属する職員 ３５人

イ 下水道事業会計に属する職員 ２２人 イ 下水道事業会計に属する職員 ２２人

（削る） ウ 工業用水道事業会計に属する職員 １人

ウ 病院事業会計に属する職員 ６００人 エ 病院事業会計に属する職員 ６００人

（３）～（８） （略） （３）～（８） （略）

２ （略） ２ （略）


